
奈良市議案第３４号

市道路線の廃止について

　次の市道路線を廃止したいので、道路法第１０条第３項において準用する同法第８条第

２項の規定により、議会の議決を求める。

　　令和７年２月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

− 183 −



整理
番号 路　線　名 起　　　点 終　　　点 備　　考

（ｍ）

1 南部第2号線 東九条町
� 432番地先から

西九条町四丁目
� 1番11地先まで

Ｌ=� 520.6
Ｗ=� 6.0～13.0

2 北部第539号線 奈良阪町
� 2764番地先から

奈良阪町
� 1865番地先まで

Ｌ=� 600
Ｗ=� 0.6～11.5

3 北部第806号線 法蓮佐保山三丁目
� 1581番2地先から

般若寺町
� 18番1地先まで

Ｌ=� 931
Ｗ=� 9.0～12.0

4 西部第589号線 富雄元町二丁目
� 316番3地先から

富雄元町二丁目
� 306番4地先まで

Ｌ=� 134.4
Ｗ=� 1.8～9.7

5 西部第675号線 中町
� 313番地先から

中町
� 453番2地先まで

Ｌ=� 265.6
Ｗ=� 1.2～11.6

6 西部第725号線 中町
� 4752番地先から

石木町
� 876番地先まで

Ｌ=� 438.1
Ｗ=� 1.0～5.4

7 西部第840号線 帝塚山六丁目
� 1655番125地先から

帝塚山六丁目
� 1655番126地先まで

Ｌ=� 72.9
Ｗ=� 4.6～6.9

8 西部第841号線 帝塚山六丁目
� 1655番124地先から

帝塚山六丁目
� 1655番328地先まで

Ｌ=� 89.9
Ｗ=� 6.1～6.4

9 西部第1159号線 中町
� 4770番地先から

石木町
� 856番4地先まで

Ｌ=� 353.5
Ｗ=� 7.0～7.8

10 下深川下垣内・
乾谷線

下深川町
� 1289番地先から

下深川町
� 688番地先まで

Ｌ=� 290.4
Ｗ=� 2.6～5.1

11 西浦線 下深川町
� 415番地先から

下深川町
� 484番地先まで

Ｌ=� 507
Ｗ=� 3.2～5.4

12 助命･下荻線 下深川町
� 693番4地先から

下深川町
� 1301番3地先まで

Ｌ=� 340
Ｗ=� 2.7～6.3

− 184 −



− 185 −



− 186 −



− 187 −



− 188 −



− 189 −



− 190 −



− 191 −



− 192 −



− 193 −



− 194 −


